
 

阪神間都市計画地区計画の決定 

（西宮市決定） 

 

門戸荘南地区地区計画（原案） 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦 覧 期 間 

令和６年１１月２５日から 

令和６年１２月 ９日まで 

 

縦 覧 場 所 

西宮市政策局都市計画部都市デザイン課 



１.計画書（原案） 

 

名  称 （仮称）門戸荘南地区地区計画 

位  置 西宮市門戸荘の一部 

区  域 計画図表示のとおり 

面  積 約５．８ヘクタール 

地区計画の目標 

本地区は、阪急門戸厄神駅の南西に位置し、阪急今津線、門戸仁川線、国道 171 号、お

よび旧西国街道に囲まれた、低層住宅を主体とする良好な住宅地である。 

本地区計画は、低層住宅主体の居住環境を保全、育成するとともに、阪急今津線の沿道

においては店舗と住宅の調和の取れたまちなみ、門戸仁川線沿道においては住宅地とし

てふさわしいまちなみ、国道 171 号沿道においては店舗・事業所と住宅の調和のとれ

たまちなみの市街地を形成することを目標とする。 

区 

域 

の 

整 

備
・ 

開 

発 

及 

び 

保 

全 
に 
関 

す 

る 

方 

針 

土地利用の方針 

 本地区は、良好な市街地の形成を図るため地区特性に応じて地区を細区分し、次のよ

うに土地利用を誘導する。 

① 駅前地区：生活利便施設と住宅が共存する、駅前にふさわしい景観に配慮し、整然

としたまちなみに育てる。 

② 中低層住宅地区：低層住宅を主体とする地区として緑豊かな環境を保全、育成し、

良好な住宅地の形成を図る。 

③ 国道 171 号沿道住宅地区：店舗・事業所と住宅の調和のとれたまちなみを育てる。 

④ 阪急今津線・門戸仁川線沿道地区：沿道の特性を活かしつつ、店舗と住宅の調和の

とれたまちなみを育てる。 

地区施設の整備方針 区画道路等の地区施設は、その機能が損なわれないよう維持、増進を図る。 

建築物等の整備方針 

良好な市街地の居住環境を形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最

低限度、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定め

る。 

 

 

 

  



地
区
整
備
計
画 

地区整備計画を定

める区域 

計画図表示のとおり 

地区整備計画の区

域面積 

約５．８ヘクタール 

地区の細区分

（細区分の区

域は計画図表

示のとおり） 

名

称 

駅前地区 中低層住宅地区 国道 171 号沿道住宅地区 阪 急 今 津

線・門戸仁

川線沿道地

区 

面

積 

約０．４ヘクタール 約３．５ヘクタール 約０．７ヘクタール 約１．２ヘ

クタール 
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

 

建築物の用

途の制限 

 

建築してはならない建築

物は、次に掲げるものと

する。 

 

(1)自動車車庫（建築物に

附属するものを除く。） 

(2)店舗、飲食店、展示場、

遊技場その他これらに類

する用途で、その用途に

供する部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルを超えるもの 

(3)ホテル又は旅館 

(4)ボーリング場、スケー

ト場、水泳場その他これ

らに類する運動施設 

(5)カラオケボックスその

他これに類するもの 

(6)マージャン屋、ぱちん

こ屋、射的場、勝馬投票券

発売所、場外車券売場そ

の他これらに類するもの 

(7)劇場、映画館、演芸場若

しくは観覧場、ナイトク

ラブその他これらに類す

るもの 

(8)自動車教習所 

(9)倉庫業を営む倉庫 

(10)畜舎 

(11)洋服店、畳屋、建具屋、

自転車店、家庭電気器具

建築してはならない

建築物は、次に掲げ

るものとする。 

 

(1)自動車車庫（建築

物に附属するものを

除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建築してはならない建築

物は、次に掲げるものと

する。 

 

(1)自動車車庫（建築物に

附属するものを除く。） 

(2)店舗、飲食店その他こ

れらに類する用途に供す

るもので、その用途に供

する部分の床面積の合計

が５００平方メートルを

超えるもの 

(3)ホテル又は旅館 

(4)ボーリング場、スケー

ト場、水泳場その他これ

らに類する運動施設 

(5)カラオケボックスその

他これに類するもの 

(6)マージャン屋、ぱちん

こ屋、射的場、勝馬投票券

発売所、場外車券売場そ

の他これらに類するもの 

(7)劇場、映画館、演芸場若

しくは観覧場、ナイトク

ラブその他これらに類す

るもの 

(8)自動車教習所 

(9)倉庫業を営む倉庫 

(10)畜舎 

(11)洋服店、畳屋、建具屋、

自転車店、家庭電気器具

  



店その他これらに類する

サービス業を営む店舗

（作業場の床面積の合計

が５０平方メートル以内

でその用途に供する部分

が２階以下のもの（原動

機を使用する場合にあっ

ては、その出力の合計が

０.７５キロワット以下の

ものに限る。）を除く。） 

(12)自家販売のために食

品製造業を営むパン屋、

米屋、豆腐屋、菓子屋その

他これらに類するもの

（作業場の床面積の合計

が５０平方メートル以内

でその用途に供する部分

が２階以下のもの（原動

機を使用する場合にあっ

ては、その出力の合計が

０ .７５キロワット以下

のものに限る。）を除く。） 

(13)工場（パン屋、米屋、

豆腐屋、菓子屋その他こ

れらに類する食品製造業

を営むもの（作業場の床

面積の合計が５０平方メ

ートル以内でその用途に

供する部分が２階以下の

もの（原動機を使用する

場合にあっては、その出

力の合計が０.７５キロ

ワット以下のものに限

る。））を除く。） 

店その他これらに類する

サービス業を営む店舗

（作業場の床面積の合計

が５０平方メートル以内

でその用途に供する部分

が２階以下のもの（原動

機を使用する場合にあっ

ては、その出力の合計が

０.７５キロワット以下の

ものに限る。）を除く。） 

(12)自家販売のために食

品製造業を営むパン屋、

米屋、豆腐屋、菓子屋その

他これらに類するもの

（作業場の床面積の合計

が５０平方メートル以内

でその用途に供する部分

が２階以下のもの（原動

機を使用する場合にあっ

ては、その出力の合計が

０.７５キロワット以下の

ものに限る。）を除く。） 

(13)工場（パン屋、米屋、

豆腐屋、菓子屋その他こ

れらに類する食品製造業

を営むもの（作業場の床

面積の合計が５０平方メ

ートル以内でその用途に

供する部分が２階以下の

もの（原動機を使用する

場合にあっては、その出

力の合計が０.７５キロ

ワット以下のものに限

る。））を除く。） 

(14)事務所で、その用途に

供する部分の床面積の合

計が１,５００平方メート

ルを超えるもの 

 

建築物の敷

地面積の最

  ９０平方メートル 

ただし、次の各号の

    



低限度 一に該当する場合

は、この限りでない。 

(1)現に建築物の敷

地として使用され

ている土地、又は現

に存する所有権そ

の他の権利に基づ

いて建築物の敷地

として使用する土

地について、その全

部を一の敷地とし

て使用する土地。 

(2)都市計画道路門

戸仁川線に接する土

地。 

建築物の高

さの最高限

度 

 
１０メートル 

ただし、この地区計

画の決定告示の日に

おいて現に存する建

築物の高さ又は工事

中の建築物の予定の

高さが１０メートル

を超える場合であっ

て、当該敷地を一の

敷地として再度新築

するものについて

は、現に存する建築

物の高さ又は工事中

の建築物の予定の高

さとする。 

１０メートル   

建築物等の

形態又は色

彩その他意

匠の制限 

１．建築物の屋根、外壁、その他戸外から望見される部分の形態、意匠及び色彩は周辺建築

物との調和に配慮したものとし、統一感のあるまちなみを創出させるものとする。 

２．屋外広告物は形態、色彩、意匠その他の表示の方法が美観を害さないものとする。 

 



２. 理由書（原案） 

 

本地区は、西宮市南部地域のうち阪急門戸厄神駅の南西に位置し、阪急今津

線、門戸仁川線、国道 171 号、および旧西国街道に囲まれた、低層住宅を主体

とする良好な住宅地である。 

本地区では、昭和 23 年に門戸荘自治会を設立し、昭和 45 年には「街並み環

境保全の基本方針」を策定するなど、まちづくり活動をすすめてきた。その後、

現在の良好な住宅地を保全、育成することを目的とした地区計画を策定するた

め、令和２年 12 月に門戸荘地区まちづくり協議会を設立した。 

協議会では、役員会により地区計画（地元案）について検討をすすめるとと

もに、総会における報告のほか、適宜「まちづくりニュース」による情報共有

を行いながら合意形成を図り、令和６年２月に意見集約を行ったうえで地区計

画（地元案）を策定した。そして、令和６年６月 22 日に総会において地区計

画等決定の申し出をすることを決議し、令和６年8月22日に市長に提出した。 

この地区計画（地元案）では、地区計画の区域を４つの地区に細区分し、建

築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定めている。 

市では、提出された地区計画（地元案）に基づき、低層住宅主体の居住環境

を保全、育成するとともに、阪急今津線沿道においては店舗と住宅の調和の取

れたまちなみ、門戸仁川線沿道においては住宅地としてふさわしいまちなみ、

国道 171 号沿道においては店舗・事業所と住宅の調和のとれたまちなみの市

街地を形成するため、本案のとおり地区計画の都市計画決定を行う。 



３.計画図（原案） 

 

 


